
（別表３）
生産方式革新事業活動の用に供する設備等の導入に関する事項

氏名又は名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
注１　法人その他の団体の場合には名称及び代表者の氏名を記載すること。
　２　設備等を導入する農業者等ごとに記載すること。

１．設備等の導入に関する事項
	導入時期
	番号
	設備等の種類・名称／型式
	左記の
販売開始日※注３
	一体的な設備等※注４
	単価
（千円）
	数量
	金額
（千円）
	特例
措置

	○年度
	月
	1 
	
	
	
	
	
	
	

	
	月
	2 
	
	
	
	
	
	
	

	
	小計
	
	

	○年度
	月
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	月
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	小計
	
	

	○年度
	月
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	月
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	小計
	
	

	合計
	
	


注１　「設備等」とは、機械・装置、器具・備品、プログラム、建物、建物附属設備、構築物のことをいう。
２　記入欄が足りない場合には、欄を繰り返し設けて記載すること。 
３　農業者等において、導入するスマート農業機械について税制特例の活用を希望する場合は、当該機械の販売開始日を記載すること。
４　スマート農業技術活用投資促進税制の対象となる機械等と一体的に整備する建物及びその附属設備並びに構築物がある場合は、「一体的な設備等」の欄に、当該建物等と一体的に整備する機械等の番号を記入すること。
５　「特例措置」の欄には、当該設備等の導入に当たって活用予定の特例措置に応じて、下記の記号 （ア、イ）を記載すること。 
ア：スマート農業技術活用促進資金（日本政策金融公庫による融資）
イ：スマート農業技術活用投資促進税制
６　施設を整備する場合には、必要事項を２に記載すること。

２．施設の整備に関する事項
（１）生産方式革新事業活動に係る施設の整備の内容
	番号
	施設の内容
	施設の用に供する土地

	
	施設の種類・用途等
	新設等の別
	建築
面積
	所在
	地番
	地目
	面積

	
	
	
	
	
	
	登記簿
	現況
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注１　記入欄が足りない場合には、欄を繰り返し設けて記載すること。
２　「番号」の欄は、１の番号と対応するように記載すること。
３　「施設の種類・用途等」には、導入する施設の種類及び使用目的を記載すること。
４　「新設等の別」には、新築、改築、用途変更の別を記載すること。

（２）生産方式革新事業活動に係る施設の整備を行う期間
	番号
	整備を行う期間

	
	年　　月　　日～　　　年　　月　　日

	
	年　　月　　日～　　　年　　月　　日


注１　「番号」の欄は、（１）の番号と対応するように記載すること。

（添付書類）
 以下の書類を添付すること。
□　施設の規模及び構造を明らかにした図面

３　税制特例（スマート農業技術活用投資促進税制）を活用する場合の特記事項

労働生産性の向上に関する事項
	
	Ａ 現状
	Ｂ ５年後の目標
	変化率（％）
（Ｂ－Ａ）／Ａ）

	ａ 付加価値額
	
	
	

	ｂ 労働投入量
	
	
	

	労働生産性
（ａ／ｂ）
	
	
	



（添付書類）
 以下の書類を添付すること。
[bookmark: _Hlk176445418]□　設備等の性能や販売開始日、単価等が確認可能な書類
□　スマート農業技術活用投資促進税制の対象となる機械等と一体的に整備する建物及びその附属設備並びに構築物がある場合は、一体的に導入することが必要不可欠であることが確認可能な書類
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番 号  施設の内容  施設の用に供する土地  

施設の種類・用途等  新設等 の別  建築   面積  所在  地番  地目  面積  

登記簿  現況  

         

         

注１   記入欄が足りない場合には、欄を繰り返し設けて記載すること。   ２   「番号」 の欄 は、 １ の番号と対応するように記載すること。  

